
1
官民競争入札及び民
間競争入札の実施要
項に関する指針

７ページ
６.（１）⑥

基本方針の改正に伴
う修正

⑥ 従来の実施方法そのままの内容の提案
よりも効率的な事業実施のための取組など
創意工夫を最大限発揮した提案の方が高く
評価されるように、・・・

⑥ 従来の実施方法そのままの内容の提案
よりも創意工夫を最大限発揮した提案の方
が高く評価されるように、・・・
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2
官民競争入札及び民
間競争入札の実施要
項に関する指針

７ページ
６.（１）⑥

(注）

基本方針の改正に伴
う修正により事例を
追加

（注）²ＡＩなどデジタル技術を活用した効
率的な事業実施のための取組を応募者に積
極的に提案させることが考えられる。

（注）例えば、施設管理業務の場合、経費
負担が一般に重くなっているエレベーター
の保守等及び点検業務の効率化を評価項目
とし、メーカー系整備会社以外の整備会社
の選定の方法や外注の方法、メーカー系整
備会社に外注すべきエレベーターの限定の
方法等を応募者に積極的に提案させること
が考えられる。
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3
官民競争入札及び民
間競争入札の実施要
項に関する指針

７ページ
６.（１）⑥
(注）の脚注

基本方針の改正に伴
う修正により記載個
所の整理

²デジタル技術以外にも、施設管理業務の場
合、経費負担が一般に重くなっているエレ
ベーターの保守等及び点検業務の効率化を
評価項目とし、メーカー系整備会社以外の
整備会社の選定の方法や外注の方法、メー
カー系整備会社に外注すべきエレベーター
の限定の方法等を応募者に積極的に提案さ
せることが考えられる。
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4
官民競争入札及び民
間競争入札の実施要
項に関する指針

８ページ
６.（１）⑧

基本方針の改正に伴
う修正

⑧（省略）公共サービスの質の維持・向
上、実施事業の実質的な経費削減、・・・

⑧（省略）公共サービスの質の維持・向
上、実施事業の経費削減、・・・
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5
官民競争入札及び民
間競争入札の実施要
項に関する指針

９ページ
「加点項目」

基本方針の改正に伴
う修正

・ＡＩなどデジタル技術を活用して効率的
に事業を実施するための工夫が示されてい
るか。

資料６－３

6
官民競争入札及び民
間競争入札の実施要
項に関する指針

10ページ
８.（１）

基本方針の改正に伴
う修正

（１）（省略）より一層サービスの質の維
持向上及び実質的な経費の削減につながる
提案・・・

（１）（省略）より一層サービスの質の維
持向上及び経費の削減につながる提
案・・・
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7
官民競争入札及び民
間競争入札の実施要
項に関する指針

13ページ
14.（１）②

ロ

基本方針の改正に伴
う修正

ロ （省略）達成水準の維持向上や実質的
な経費の削減の観点から効果を上げている
か否かを測るため、・・・

ロ （省略）達成水準の維持向上や経費の
削減の観点から効果を上げているか否かを
測るため、・・・
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8
市場化テスト終了プ
ロセス運用に関する
指針

１ページ
Ⅱ.１.（１）

⑤

基本方針の改正に伴
う修正

⑤（省略）とを比較した場合、実質的な経
費削減の点で効果を上げているか。

⑤（省略）とを比較した場合、経費削減の
点で効果を上げているか。
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9
市場化テスト終了プ
ロセス運用に関する
指針

１ページ
Ⅱ.１.（１）

⑤※

基本方針の改正に伴
う修正

※（省略）比較を行い、AIなどデジタル技
術を活用した効率的な事業の実施による経
費の削減に資する取組等の個別事情も踏ま
え、実質的なコスト削減の点で効果が認め
られるか否かを判定するものとする。

※（省略）比較を行い、コスト削減の点で
効果が認められるか否かを判定するものと
する。
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10
市場化テスト終了プ
ロセス運用に関する
指針

２ページ
（２）②

基本方針の改正に伴
う修正

②競争性の改善や実質的なコスト削減等に
ついて更なる改善が困難な事情が分析され
ているか。

 ②競争性の改善やコスト削減等について更
なる改善が困難な事情が分析されている
か。
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11
官民競争入札及び民
間競争入札の実施要
項に関する指針

３ページ
③ 二

オンラインでのアン
ケート実施も想定し
た記載に変更

ニ（省略）また、アンケート内容（質問事
項）を実施要項中に明示するとともに、ア
ンケートの回収方法や目標回収率について
も定めること。

ニ（省略）また、アンケート用紙（質問事
項）を実施要項中に明示するとともに、ア
ンケート用紙の回収方法や目標回収率につ
いても定めること。
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